
８
月
31
日
は
野
菜
の
日

　

８
月
31
日
は
、「
８
３
１
」の
語
呂
合
わ
せ

か
ら
、
野
菜
の
良
さ
を

再
認
識
し
て
も
ら
お
う

と
、
昭
和
58
年
に
全
国

青
果
物
商
業
組
合
連
合

会
を
は
じ
め
、
青
果
小

売
業
な
ど
を
行
う
関
係

団
体
が
制
定
し
た
記
念

日
で
す
。

　
き
ゅ
う
り
や
な
す
な
ど
の
夏
野
菜
は
ビ
タ
ミ

ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
、
食
物
繊
維
な
ど
が
豊
富
に
含

ま
れ
て
お
り
、
暑
い
夏
を
元
気
に
過
ご
す
た
め

に
欠
か
せ
な
い
食
材
で
す
。
地
元
で
採
れ
る
新

鮮
な
夏
野
菜
を
積
極
的
に
食
べ
て
、
水
分
補

給
・
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

▼
農
政
課　
☎
23‐３
５
１
７

滝
頭
公
園
の
た
め
池
堤
体
補
強
工
事

に
よ
る
一
部
通
行
止
め

　
滝
頭
公
園
内
の
池
の
周
辺
工
事
に
伴
い
、
園

内
歩
道
を
一
部
通
行
止
め
に
し
ま
す
。

工
事
期
間：
９
月
～
令
和
６
年
２
月
末　

 

作
業

時
間：午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
東
三
河
農
林
水
産
事
務
所　
建
設
課

　
☎（
０
５
３
２
）35‐６
１
７
１ 

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た
情

報
伝
達
訓
練

日
時：
８
月
23
日（
水
）午
前
11
時
ご
ろ　

放
送

内
容：「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す（
３

回
繰
り
返
し
）」、「
こ
ち
ら
は
広
報
た
は
ら
で
す
」

▼
防
災
対
策
課　
☎
23‐３
５
４
８

児
童
扶
養
手
当
等
現
況
届

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　
児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺
児
手
当
・
田
原

市
遺
児
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、毎
年
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
な
お
、
該
当
さ

れ
る
方
に
は
通
知
を
発
送
し
ま
す
。
通
知
を
確

認
の
上
、
必
要
な
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
を
し
な
い
場
合
、
手
当
が
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限：
８
月
31
日（
木
）　

受
付
場
所：
田

原
市
役
所
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
北
庁
舎
１

階
）・
渥
美
支
所
市
民
生
活
課

▼
子
育
て
支
援
課　
☎
23‐３
５
１
３

夏
の
元
気
は
野
菜
か
ら
！

旬
の
野
菜
を
お
い
し
く
食
べ
て

心
も
体
も
健
康
に

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

広
報
た
は
ら
７
月
号
27
ペ
ー
ジ「
農
あ
る

暮
ら
し
」の
三
元
豚
の
説
明
に
お
い
て
大

ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種
と
ラ
ン
ド

レ
ー
ス
種
の
写
真
が
逆
で
し
た
。

　
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期
限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。
忘れないように確認しましょう！

◦税・使用料

今月の納税・使用料

納期限：8月25日（金）　水道料・下水道使用料・農業集落排水施設使用料（6・7月分）

納期限：8月31日（木）
市県民税・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税（2期）、介護保険料（３期）、市営住宅使用料・保
育料（８月分）

内　容 対象 問い合わせ

個人事業税第１期分
８月中旬に対象者へ県から納税通知書を送付しま
す。最寄りの金融機関、コンビニエンスストアなど
で納付してください。　納期限：8月31日（木）

県内で個人事業を営む
方のうち、課税対象にな
る方

東三河県税事務
所課税第一課
☎（0532）35‐6127

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和5年8月│    │21

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


